
篠栗町会計年度任用職員 

（主任介護支援専門員・介護支援専門員） 

募集案内 
令和７年７月１０日 

 
１ 応募受付期間  随時 ※採用が決まり次第締め切ります。 
 
２ 採用予定人数及び職務内容 
 主任介護支援専門員または介護支援専門員（１名） 
 職務内容：地域包括支援センター業務・ケアプラン作成及び福祉課窓口業務に従事 
 
３ 勤務条件 

任用期間 
令和７年８月１日から令和８年３月３１日まで 
※勤務実績等を踏まえ、選考の上再度の任用（翌年度も任用）することもあります。 

募集職種 主任介護支援専門員または介護支援専門員 

勤務場所 篠栗町役場 福祉課 地域包括支援係（篠栗町中央一丁目１番１号） 

勤務日 
週５回（原則、月曜日から金曜日） 
※国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年１月３日までは休み 

勤務時間 
週 38 時間 45 分  
原則、８時 30 分から 17 時まで（12 時 15 分から 13 時までは休憩時間） 

必要資格 
・募集職種の有資格者 
・普通自動車運転免許所持者（AT 限定可） 
・パソコン操作ができる人 

給料 

主任介護支援専門員：月額 250,160 円～ 267,226 円（地域手当含む） 
介護支援専門員  ：月額 243,800 円～ 262,244 円（地域手当含む） 
※職歴に応じて、給料月額を決定します。 
※実務経験が５年に満たない場合は、給料を減額して任用することがあります。 

諸手当 

給与関係の条例、規則の定めるところにより、地域手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、

時間外勤務手当等が支給されます。（※期末手当及び勤勉手当については、６月１日及び

12 月１日を基準日として算定し、任期が６月以上の場合に支給対象となります。その他、

勤務した日が６月を超え、以後引き続き勤務することとなる場合は退職手当の支給があ

ります。） 

休暇 
任用期間に応じて年次有給休暇（初年度は 10 日、最大 20 日）を付与。 
その他、有給・無給の休暇制度あり。 

社会保険 共済組合、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 



（厚生年金保険は連続する通算任期が１年を超えた場合は、福岡県市町村職員共済組合

に加入します。また、退職手当支給要件を満たした場合は、福岡県市町村職員退職手当組

合に加入し、雇用保険資格は喪失します。）  

公務災害 
初年度は、労働者災害補償保険制度により補償となる者を除き、議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例により補償されます。連続する通算任期が１年を

超えた場合は、地方公務員災害補償法に基づく制度が適用されます。 

服務 
地方公務員法に規定する服務規定が適用されます。（服務の宣誓、法令等及び上司の職務

上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、営利企業への従事等の制限） 

その他 

・給与支給日：原則、毎月 21 日（21 日が週休日又は休日の場合は、直前の平日） 
※ただし、時間外勤務手当などの実績に応じて支給する手当については翌月 21 日 
・健康診断あり 
・採用後１月は、地方公務員法第２２条の２第７項に規定する条件付採用となります。

（条件付採用期間の間、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。給

与は条件付採用期間であっても支給されます。） 
申込み 
方法 

市販の履歴書（写真貼付）及び資格証明書の写しを持参又は郵送 

 
４ 応募資格 
 応募にあたり、地方公務員法第１６条の規定に基づき、以下に該当する方は応募できません。 
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
 ・篠栗町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
 
５ 面接日時 
 日程については、応募者に対して連絡します。 
 
６ 採用決定 
 面接終了後１週間程度の後に合否決定通知を行います。 
 
７ 問い合わせ先 
篠栗町 福祉課 担当 古藤（ことう） 
電話 092－948－6650 


